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IFALPA 「2 機種乗務に関する声明文」 の紹介 

 
 

 従来から、国土交通省の「安全に関する技術規制のあり方検討会」において、乗員不足の施策とし

て「2 機種乗務（2 型式の同時乗務）」について議論されてきました。ALPA Japan/日乗連ニュース

37-49「今後の乗員養成と世界のパイロット情勢について」で記載した通り、本来は必要な乗員養成を

行うことが先決です。しかしながら、2019 年 2 月 16 日に「B777/B787 での 2 機種乗務を国土交通省

が認める方針である」との報道がありました。海外他社ではすでに B777/B787 の他、エアバス

320/330 等でも実施されており、安全をどのように担保しながら実施するかが重要な問題となります。 

以下のとおり、IFALPA が 2015 年に発表した 2 機種乗務に関する声明文をご紹介します。 

 

 

IFALPA 声明：2 機種乗務 

声明 

 CCQ(Cross Crew Qualification)、CQOVT(Crew Qualification for Operation of One or More Type or 

Variant)、そして MFF（Mixed Fleet Flying：2 機種乗務）については、IFALPA はこれを支持しません。

この種のオペレーションは、機種による飛行特性やコクピットレイアウト、システム、手順などにおける

相違がある中、そのような環境で高い水準の技倆を維持する必要があります。つまり、飛行安全の余

裕が少ない状況を強いられる等、非常にリスクがあると考えます。 

 しかしながら、IFALPA はいくつかの航空会社が上記の CCQ/CQOTV/MFF をすでに実施している

ことを認識しており、そういったケースでは、通常の運航、訓練や資格維持において特別な配慮や制

限をかけるべきです。 

 

解説 

 2 機種乗務は、効率や費用効果の側面で航空会社や産業界の要請やニーズによるものです。規

則として 2 機種乗務は禁止していませんが、法的な側面、安全上の分析を考慮した上で、最低限

の制限が必要になります。また、MFFと共通ライセンス（Endorsement）は、2つの別々のトピックです。

1 つのライセンスで承認される場合でも、適切な軽減策のため徹底的なリスク評価を行う必要がありま

す。 

http://alpajapan.org/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/ALPA-Japan-news-37-49.pdf
http://alpajapan.org/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/ALPA-Japan-news-37-49.pdf


 

 

さらに、IFALPA は MMF についてより具体的に規定します。 

 

定義 

 MFF とは、異なる製造会社の航空機、型式、種類（シリーズ）、モデルなどを並行してオペレー

ションすることであり、下記のとおりです。 

 

航空機製造会社レベル      違う航空機メーカーによるもので、設計から違うもの 

型式レベル       設計段階から同じ考え方で製造されたもの、同型式もしくはCommon  

    Type Rating と呼ばれる。Common Type Rating は他国航空局から 

承認された A330/340、B777/787、A330/350 などを指す。 

バリアント（シリーズ）レベル    A318/319/320/321、B737-700/800/900、ATR200/300/500/600 など 

モデルレベル       同じ機種中で違った手順や改修があるもの。 

共通ライセンス（Endorsement）  A318/319/320/321、B737-700/800/900、ATR200/300/500/600 など 

 

以下の条件が揃った場合、安全上の配慮をした上で 2機種乗務を実施することが可能と判断します。 

 

航空当局（日本においては国土交通省航空局）の明確な同意 

 これは明確なことのように聞こえますが、EASA が例として挙げられ、将来的には各航空会社の判

断で導入される可能性があります。複雑なオペレーション、確認作業や承認作業は当局の責任にお

いて実施されるべきであり、運航会社と共に適切に監督しなければなりません。 

 

リスク分析の実施 

 リスク分析は運航会社だけではなく、監督官庁（航空局）も実施しなければなりません。コクピットの

デザイン、手順、飛行特性、パイロットの経験レベル、訓練等、関連するすべての安全評価をし、許

容可能なリスクレベルで管理する必要があります。 

 

代表的なリスクモデルの明示 

 リスク要因により考慮されるべきです。リスクが許容範囲を超える場合は、それぞれに対応策が求め

られます。疲労、乗員の構成、運航の複雑さや目的地空港のカテゴリーなどです。このリスクモデル

は常に維持されるべきで、継続的にモニターされ、必要な対策をとるべきです。実機や訓練で得た

経験も考慮されるべきです。 

 

リスク分析の継続監視 



 

 2 機種乗務の安全に関するリスクは、許容範囲で管理されるべきです。これは、2 機種乗務を開始

した当初のみならず、永続的に注意深くかつ、継続的に、十分に考慮されたものでなければなりませ

ん。明確なことですが、運航会社が継続的なリスク分析を実施します。 

 

関連の型式でも共通型式と認められること 

 別の型式でも、設計や手順などに強い共通性を持たせているものがあります。 

 

マニュアル/訓練/手順 

 マニュアルと手順は、可能な限り共通化する必要があります。また、乗員は相違点等についての訓

練を十分に受けなければなりません。2 機種乗務を実施している期間において、訓練と審査は完全

に分けて実施されなければなりません。 

 

実機での経験に基づく安全性の担保 

 2 機種乗務を実施する上で、実機での経験を確保することは重要です。2 機種乗務を実施する前

に、職位に応じて少なくとも 12 か月（500 飛行時間）の実機での経験を得なければなりません。 

 

移行後の最低便数/飛行時間について 

 2 機種乗務を開始する際は、まず新しい型式だけの乗務を実施することが重要であることが分かっ

ています。50 飛行時間/20 便を経験した後に最初の審査を実施するべきです。 

 

最近の経験 

 法的には 90 日間に最低 3 回の離着陸が必要ですが、2 機種乗務を行っていることへの経験が不

足する可能性が高くなります。どちらの機種も比較的同じ割合で乗務する必要があり、それぞれの機

種において 90 日間で最低 1 回の離着陸が必要となります。 

 

スケジュール作成上の制限 

 経験の少ないパイロット同士でスケジュールをアサインしてはなりません。 

 

同日における 2 機種乗務の実施 

 2 機種を乗務する際は、適切な休養と準備期間を付与するべきです。これは、同一のパイロットが

同日に 2機種を乗務することを避けるために設定されます。違う機種を乗務する際には、十分な準備

と知識を整理する時間が必要であり、最低限の休養時間と準備時間が用意されるべきです。 

以 上 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


